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商 品 概 要 説 明 書 

商品名 しんきん住宅ローン 

ご利用いただける方    

次の条件を満たす方 

・お申込（借入）時の年齢が満 18歳以上満 65歳未満の方 

※ご加入する団体信用生命保険によって異なります。 

商品名 申込（借入）時 最終返済時年齢 

一般団信（注） 
満 18歳以上満 65 歳未満 満 80歳未満 

夫婦連生団信（お二人の年齢）（注） 

３大疾病団信（注） 

満 18歳以上満 51 歳未満 

満 75歳未満 

がん団信プラス/がん団信（100％保障）/がん団信（50％保障） 

満 80歳未満 

生活習慣病団信＜入院プラス/入院プラスα＞ 

全傷病団信＜特約あり/特約なし＞ 

ワイド団信 

連生がん団信（お二人の年齢） 

がん保障団信（注） 

八大疾病団信（注） 満 18歳以上満 41 歳未満 

（注）１億円超でお借入れの場合、選択できません。 

・勤続（営業）年数 

①会社員、公務員の方は１年以上 

②自営業者・法人役員の方は３年以上 

・安定継続した収入があり、かつ前年年収が１００万円以上の方 

・当金庫指定の団体信用生命保険に加入できる方 

・一般社団法人しんきん保証基金の保証が受けられる方 

・当金庫の会員または会員資格のある方 

①当金庫の営業地区内に住所を有する方  

②当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方 

③当金庫の営業地区内に転入予定の方 

・日本国籍を有する方、または永住者もしくは特別永住者の方で、行為能力のある方 

お使いみち 
お申込人またはそのご家族が居住する物件（以下、居住用物件という）の取得、もしくは居住用物件にかかる建物増改築・リフォーム、

または居住用物件を目的物とする住宅ローンの借換え資金 

お借入金額 ５０万円以上２億円以内（１万円単位） ※借地上の建物にかかる資金の場合、３，０００万円以内 

お借入期間 １年以上５０年以内 （月単位） ※借地上の建物にかかる資金の場合、１年以上３０年以内 

貸付形式 証書貸付 

金利区分 

変動金利または固定金利選択型（３年固定、５年固定、７年固定、１０年固定） 

【変動金利】 

・4月 1日および 10月 1日現在の当金庫所定の「個人ローンプライムレート」を基準として、年２回見直しを行います。 

・6、12月の約定返済日またはボーナス返済月の約定返済日の翌日より適用します。 

【固定金利選択型】 

・当金庫所定の固定金利を固定金利選択期間[３年・５年・７年・１０年]の間適用します。 

・固定金利選択期間終了後、再度、その時点の当金庫所定の固定金利選択型の利率により固定金利選択型期間を選択することが

出来ます。 

・固定金利期間の再選択のお申し出がない場合は、変動金利に切り替えとなります。 

ご返済方法 

「元利均等返済」または「元金均等返済」のいずれかを選択いただきます。 

※お借入金額の 50％以内につき、6か月ごとのボーナス返済併用もできます（1・7月、2・8月、6・12月から選択） 

【元利均等返済/固定金利】毎月決まった金額（元金＋利息）を、返済用預金口座より自動引落させていただきます。 

【元利均等返済/変動金利】毎月決まった金額（元金＋利息）を、返済用預金口座より自動引落させていただきます。 

・お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の内の元本分と利息分の割合を調整し、５年間はご返済額を変更いたしません。 

・ご返済額の見直しは５年毎（10月の見直し時）に行いますが、新ご返済額は旧ご返済額の１．２５倍を上限とします。 

【元金均等返済】毎月決まった元金に利息を加えた金額を、返済用預金口座より自動引落させていただきます。 

元金返済の据置 

・「元利均等返済」を選択いただいた場合のみ「元金返済の据置」ができます。 

・元金返済の据置期間は１年の範囲内で取扱いができます。 

・据置期間中の利息の支払日は元金返済で定めた毎月の返済日とします。 

・返済回数は据置期間の利息支払回数を含め借入期間の返済回数を超えないこととします。 

保証人 
一般社団法人しんきん保証基金が保証しますので、原則として必要ありません。ただし、所得合算者、その他保証会社が必要と認めた

場合は、連帯保証人が必要です。 

担保 融資対象物件および保証会社が必要と認めた物件に対して、当金庫を抵当権者とし順位 1番の抵当権を設定させていただきます。 
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火災保険 
・融資対象物件に対して融資実行時までに再取得価額による火災保険に加入いただきます。なお、保険料はご負担いただきます。 

・火災保険請求権に対する質権設定は、保証会社が必要と認めた場合は、原則第 1順位の質権を設定していただきます。 

団体信用生命保険 
当金庫所定の団体信用生命保険に加入していただきます。（保険料相当分を適用金利に上乗せさせていただきます） 

※「一般団信」に加入の場合、保険料は当金庫が負担します。 

保証料 

保証料は「一括先払い方式」または「毎月払い方式」のいずれかをお選びいただきます。 

＜一括先払い方式＞ 

・借入金額と借入期間に応じた保証料となり借入実行時に一括してお支払いいただきます。 

・繰上げ完済した場合、保証料の返戻がある場合があります。 

【保証料例】お借入金額１００万円、お借入期間３５年、元利均等返済の場合 

住宅プラン 住宅プラン A 住宅プラン B 住宅プラン C 住宅プラン D 住宅プラン E 

保証料 １０，８００円 １８，９００円 ２３，２００円 ３７，８００円 ４６，４００円 

＜毎月払い方式＞ 

・保証料率相当額が基準金利に上乗せされます。 

・お借入利率に上乗せする保証料率は、審査により年 0.07％、年 0.13％、年 0.18％、年 0.26％、年 0.36％のいずれかになります。 

事務手数料、印紙代 ５５，０００円（消費税込）の他、別途印紙代が必要となります。 

繰上返済手数料・  

条件変更手数料等 

 

繰上げ返済・条件変更手数料（消費税込）等 

 手数料 金利区分 条件 

一部繰上返済 

無料 すべての金利区分 
年 2回まで、一回につき 50万円以上の一

部繰上げ返済に限ります（※） 

5,500円 変動金利 
上記以外 

22,000円 固定金利選択型 

全額繰上返済 
無料 

変動金利 全額返済 

固定金利選択型 
1,000 万円未満の全額返済 

55,000円 1,000 万円以上の全額返済 

その他 5,500円 
金利再選択 変動金利 ⇔ 固定金利選択型 

住宅ローン全般に係るその他の変更 その他条件等の変更 

※その他変更事項が重複した場合は、いずれか高い方の手数料になります。 

※今回の一部繰上げ返済が、今回から起算して 1年以内の「50万円以上かつ年 2回以内」に該当の場合、無料となります。 

苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

【苦情処理措置】 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または顧客相談室（９：００～１７：００、電話：０１２０－１０２－１５６）にお申し出下さい。 

【紛争解決措置】 

愛知県弁護士会（電話：０５２－２０３－１７７７）、愛知県弁護士会西三河支部（電話：０５６４－５４－９４４９）の紛争解決センター等で紛

争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記顧客相談室または紛争解決センターにお

申し出下さい。 

その他 

・お申込みに際しては当金庫所定の審査をさせていただきます。 

・審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

・実際にお借入れいただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。 

・ご融資金は、お客さま指定の返済用預金口座に入金させていただきます。入金後はご指定のお支払先に当金庫がお振込致します。

（振込手数料はお客さま負担となります） 

・金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。 

・お借入利率やご返済額の試算、その他商品の詳細については、当金庫窓口にてご確認下さい。 

・お申込内容を確認させていただくため、当金庫または保証会社より、ご自宅またはお勤め先に問い合わせさせていただくことがあり 

ます。 

 

 


